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クレーム対応費用保険について（ご連絡） 

 

拝啓 平素は本会会務につきましてご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本会では「クレーム対応費用保険」の取扱いを 2025 年２月 15日より開始いたします。 

本保険は、悪質なクレームやインターネット・ＳＮＳ等、ソーシャルネットワークを介した一方的な情

報発信や、セクシャルハラスメントなど、薬局利用者や近隣住民等の第三者から過大な要求（クレーム行

為）を受けた場合に備える保険を希望する声を受け、本会オリジナルの保険として新たに設計いたしま

した。会員の皆様へは、2025 年 1 月 14 日頃、加入対象となる薬局へ薬剤師賠償責任保険等の募集案内と

して送付致します。 

詳細につきましては、2025 年 1月上旬本会 HP 掲載予定の「薬剤師賠償責任保険 サイバー保険 クレ

ーム対応費用保険」のパンフレットをご覧ください。 

 会務ご多用のところ誠に恐れ入りますが、貴会会員より当該保険についての照会等ありましたら、ご

対応くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 
記 

【保険の概要】 
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【加入者対象者】 

薬剤師賠償責任保険薬局契約（サイバー保険単体加入は除く）にご加入の開設者、法人代表者、または管

理薬剤師の方。 

※複数店舗を有している開設者（法人代表者）の方は、日薬会員登録されている店舗にて加入。 

 

【補償対象者】 

① 加入者の方 

② ①の薬局の役員および従業員、業務の補助者 

 

【対象となるクレーム行為】 

上記補償対象者並びに施設に対して行われる「暴力・脅迫・教養・威力・セクシャルハラスメント・不退

去・偽計、風説の流布」の行為を指します。 

 

【想定される業務妨害行為】 

 

【補償期間】 

 2025 年 2 月 15 日から 2026 年 2 月 15 日（中途加入は申込翌日から 2024 年 2月 15 日） 

 

【保険料】 

1 店舗あたり（薬剤師賠償責任保険 薬局契約加入店舗単位）：9,000 円 
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【補償対象となる費用と補償限度額】 

補償となる費用：弁護士への相談料、着手金、報酬金、手数料、訴訟費用など 

 

 

 

 

 

 

 

【その他留意事項】 

■利用は本保険の被保険者である薬局のみとなります。 

■クレームコンシェル常駐の弁護士からは一般的な法律相談や法制度上の助言をします。（個別具体的に 

法的な助言は行っておりません。） 

■クレームコンシェル常駐の弁護士との１回の相談時間の目安は 15分となります。 

■保険加入前に発生しているクレームや、他の賠償責任保険での対応となる相談は対象外です。 

■「クレームコンシェル」が当事者間での解決困難と判断した事案の弁護士費用を補償しますが、日弁連 

リーガル・アクセス・センターを通じ弁護士を紹介することも可能です。 

以上 
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